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〈論 説〉

文書偽造罪における有形偽造の概念
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1.序 論

近年、文rl"k偽造罪の基本的理解に関する問題が議論にあげられている。 これ

まで文害偽造罪に関 しては、文書の意義、電磁的記録 ・コピーの偽造による文

書偽造罪の成否 といった問題が議論 されてきたが、近年になって、文書偽造罪

の 「有形偽造」を判断す る上で重要 となる 「名義人」及び 「作成者」の概念に

対する解釈について議論がなされている。

文書偽造罪は、文書 に対する公共の信用を保護するものである。社会生活に

おいて、文轡 は、権利 ・義務関係の存在、また、社会生活上 ・法律上重要な廓

実関係の存在 を示 し、証明する手段 となっている。つ まり、文轡は公衆に対 し

て信用を与えるものであることから、文書を偽造 ・変造することは、公衆の文

害に対する信用が害され、社会生活における文書による取引の安全が侵害され

ることになる。そこで、刑法は各種文書偽造の罪を規定 し、罰則規定を置いて
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いる。

しかしながら、文書偽造罪は文書の虚偽内容を総 じて処罰するものではない。

文書偽造罪の罰則は、「文書の作成者e名 義人であることについての信用性 を担

保するためのものである」 と言われているように、その文書に虚偽の内容が記
け

載 されていた としても、作成者 と名義人が同一である場合 には適用 されない。

これは、文書の作成者 と名義人が同一であれば、文書内容を追求する人物が特

定されているので、虚偽の内容に対 しての責任を表示の名義人 に帰属せ しめる

ことが可能 となるからである。つまり、内容虚偽の文書により生 じた信用の侵

害は民事的解決などに委ねられ、文書偽造罪 として処罰すべき対象 とはされな

い。 このような理解 に立って、文書の作成者 と名義人が異なる場合は 「有形偽

造」、文書の作成者 と名義人が同一で、内容虚偽の文書である場合は 「無形偽造」

と称 し、文書偽造罪は基本的に 「有形偽造」を処罰す るもの と解 されている。

しか し、近年、裁判所 において、従来の 「有形偽造」の概念に新たな解釈が

用いられている。従来の判例 ・学説 は、有形偽造を 「文書の名義人以外の者が、
'L)

権限な しに、その名義を用いて文書を作成すること」 と解 していたのに対 し、

近年、多 くの裁判所において、有形偽造は 「文書の作成者 と名義人の間の人格
3)

的同一性の齪断 」があることと鰐され るようになっている。 これは同じ実体を

指す と理解できるものではあるが、詳細 にみ ると二つの定義には相違点が存在

する。前者の定義は 「名義人以外の者」が文書を作成するという、名義人では

ない 「別の人物」による文書の作成 こそ 「有形偽造」であることを明 らかに し

ているのに対 し、後者の定義は、作成者が名義人以外の 「別の人物」であるこ

とを明示 しておらず、単に 「人格的同一性」 に齪酷があればよい というもの と

なっている。後者の定義によれば、例えば、実際の作成者が資格や肩書を有 し

ていないにもかかわらず、文書 に表示された名義人は資格や肩書 を有 している

と理解 されるような文書であった場合、作成者 と名義人は人物 としては同一で

あったとして も、作成者 と名義人の人格的同一性に翻断があると解することが

できる。このため、有形偽造 に 「作成者 と名義人の人格的同一性」の定義を用

いることによって、「無形偽造」 として処罰の対象 となっていない内容虚偽の文

書作成行為 を 「有形偽造」に含めて処罰することが可能 となるのである。近年、

資格 ・肩書の冒用の場合、代理名義の冒用の場合などが問題 となる判例におい
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て、この 「文轡の作成者 と名義人の間の人格的同一性」という定義が採用され、

有形偽造 として処罰される事案が増えている現状にある。

「人格的同一性」の齪歯吾を基礎 とした新たな 「有形偽造」の概念を明らかにす

るためには、この定義における 「名義人」 と 「作成者」の概念は何か、 また、

この定義に基づき 「有形偽造」・「無形偽造」の判断はどのように行われ るべき

かについて検討を加える必要があると思われ る。また、それ と同様 に、 これま

で も議論の対象 となっていた 「代理権の冒用」につき、いかに解するかについ

て も検討すべ き必要があるであろう。

本論文では、文害偽造罪における肩書の冒用が問題 となった近時の裁判例を

参考 としながら、「文書の作成者 と名義人の間の人格的同一性の翻画吾」を基礎 と

した新たな 「有形偽造」の概念 について考察を行ってい くもの としたい。

2.文 書偽造罪の意義

(1)文 書偽造罪の保護法益

文書偽造罪の保護法益は、「文書の信用 と法律的取引の安全」 と考えられてい

る。 また、文害偽造罪の客体 としての文書は、「一般に、文字又はこれに変わる

べ き可視的符号 により、一定期間永続すべ き状態において、ある物体の上に記

載 した人の意思 ・観念の表示」であ り、「その名義人が認識可能」なのものを指
4)

す と解 されている。文書偽造罪では、立法主義に基づき、文書に対する公共の
5)

信用を保護する内容につき2つ の見解が存在する。これ らは、文轡偽造罪にお

いて 「形式的側面における真正性」を保護すべきか、あるいは 「実質的側而に

おける真正性」を保護すべきか、 という点で異なる見解を示 している。

文書では、「文書の名義人の部分が文書の形式的側而であ り、意思表示の内容

部分が実質的側面」 といえる。文書偽造罪では、形式的側面における真正性を

保護すべきか、実質的側面における真実性を保護すべきかで見解の対立があ り、
G)

前者 を形式主義、後者を実質主義 とよんでいる。形式主義は、作成名義の真正

性を保護するものであるため、作成権限のない者が他人の名義を冒用 して文害

を作成する行為 を罰すべきであるとする。 これに対 し、実質主義は、文i内 容

の真実性 を保護するものであるため、内容が虚偽である文書を作成する行為を
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処罰すべきであるとしている。
の

わが国の刑法は形式主義を基調 としている。文書に対す る公共の信用 は、作

成権限者によって真正 にその文書が作成 されたか どうかに向けられ、文書は名

義人の意思に反 して作成されてはならない。 したがって、内容が真実であると

しても、名義人でない者が権限な く名義を冒用 して文書を作成する行為は禁止

する必要がある。 こういった見地か ら文書偽造罪は、文書から認識可能な真正

の 「名義人の意思 ・観念の表示を証明する証拠」 として保護の対象 とされてい

る。故に、刑法は形式主義に基づき、私文書偽造罪(刑 法159条)に 関 しては、

原則 として有形偽造のみを処罰することとしている。有形偽造のみを処罰の対

象 としているのは、有形偽造の場合、作成名義が偽 られることによって、文書

の受取手において作成者が誰であるかを知ることがで きな くなり、事後的に作

成者の責任を追及することが困難 となるためである。 これに対 し、文書内容の

真実性 に虚偽があるに過 ぎない 「無形偽造」の場合には事後的に作成者の責任

を追及することが可能であるという点か ら、無形偽造 よりも有形偽造の当罰性
8)

がより高いと考 えられている。 しか し、 ここにおいて、資格 ・肩書を偽った内

容の文書を 「有形偽造」 と解することは可能かが問題 とされている。なぜなら、

文書の作成権限 ・資格を偽った場合や、肩書 を偽った場合は、文書の名義人が

特定されている内容虚偽の文書 ということになるため、本来 「無形偽造」に該

当することとなるからである。このような問題を受け、文書 に対する公衆の信

用 は、内容の真実にも向けられることがあるか ら、資格 ・肩書 を偽った内容で

ある場合 も 「有形偽造」 として処罰すべきであるとの意見がある。確かに、公

文害 ・特殊 な私文書 については、記載内容の真実性を確保するため、虚偽の記

載を処罰する規定がおかれているが(刑 法156条 ・160条)、 あ くまでもこの規定

は特殊な文書に限られ るものであり、立法者は 「公文書 ・私文書 を通 じて形式

主義を採用 し、内容の真実性が証明手段 として重要性を有す る公文書 ・及び診

断書等の特別の私文書に限って実質主義を採用 した」 と考えられるため、基本
9)

的に文書偽造罪は名義人の真正性を保護するものであると解すべきである。そ

して、その上で、資格 ・肩書を偽 った場合が、 どのような観点か ら名義人の真

正性 を害するものであるか検討すべき必要があると思われ る。
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(2)有 形偽造 ・無形偽造の概念

文書偽造の概念には、狭義の意義 と広義の意義がある。狭義の意義における

文轡偽造 とは、「文害の作成そのものを偽ること、すなわち、他人の作成名義を
にの

冒用 して文書を作成す ること」である。これは 「有形偽造」 といわれるもので

ある。 これに対 し、広義の意義における文書偽造は、有形偽造のほか、「無形偽

造」を含むものを指す。つまり、広義の意義における文irk偽造は、他人の名義

を冒用 して文書を作成する 「有形偽造」 と、本人が内容虚偽の文轡を作成する

「無形偽造」 とがある。そして、わが国において、有形偽造は、公文書 ・私文書

を通 じて原則 として処罰の対象 となっているのに対 し、無形偽造は内容の真実

性が重視される種類の文書に関 して処罰 されているに過ぎないものであるため、

通常、 「文書偽造」 というときは有形偽造を指すものである。

既に述べたように、「無形偽造」であっても内容の真実性が重視 される文轡に

関 しては処罰されるべきであるため、公文害に関 しては、刑法156条 で広範囲に

無形偽造が処罰の対象 となっている。 これに対 し、私文書に関 しては、刑法160

条における、「医師が公務所に提出すべき診断書、検案害又は死亡証{!}」に限っ

て処罰されている。 この ことから、特に私文_lk偽造においては特殊な場合に限っ
II)

て無 形 偽 造 を 処 罰 して い る こ とが 理 解 さ れ る。 こ の た め 、 私 文IT偽 造 罪 に お い

て 名 義 人 の資 格 ・肩trcを 偽 る とい っ た よ うな 、 資 格 ・肩 書 の 冒用 に よ っ て 文 轡

を作 成 した場 合 、 こ れ を 「有 形 偽 造 」 とみ るべ きか 「無 形 偽 造 」 とみ るべ きか

に つ い て は学 説 上 争 い が あ る。 また 、 資 格 ・肩 書 の 冒用 と並 ん で 、 代 理 名 義 又

は代 表 名 義 の 冒 用 に よ っ て 、 代 理 文 書 又 は代 表 文 書 を 作成 す る行 為 も ま た 、 有

形 偽 造 とす べ きか 無 形 偽 造 とす べ きか が 問 題 とな っ て い る。 近 年 の 裁 判 所 の判

断 や 学 説 は、 資 格 ・肩 害 の 冒 用 や 代 理 ・代 表 名 義 の 冒用 の 事 案 を 有形 偽 造 と し

て 処 嗣 す る傾 向 に あ る。

有 形 偽造 とな るか 、 無 形 偽 造 とな るか につ い て 、 近 年 、 裁 判 所 や 多 くの 学 者

が 、当該 文 書 の作 成 者 と名 義 人 との 「人格 的 同一 性 に っ い て のKVILIWII(1'auschung

uberdieIdentitatderPerson,Identitatstauschung)」 とい う定 義 を用 い
iz)

て、判断を行っている。ここでいう 「人格的同一性」 とは、「氏名その他称号の

同一性のことではな く、氏名 とか称号を通 して知 り得 られ る人格的同一性」を
17)

指すものといわれている。現在、わが国の判例 も多 くがこの定義を採用 し、有
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形偽造か無形偽造かの判断を行っている(な お、 「人格的同一性」を用いて有形

偽造か無形偽造かに関する判断を加 えている判例については後述するもの とす

る)。

(3)作 成者 ・名義人の意義

文書 と認めるためには、文書に記載される意思 ・観念の担い手が誰であるか

を、文書か ら読み取 ることができな くてはならない。文書の意思 ・観念の担い

手は 「名義人」 と呼ばれている。 そして、文書の作成者 とは、文書を表示 した

者を指す。作成名義のない文書や出所不明の文書は、一般的に信用を受けるも

のではない。 したがって、作成名義のない文書の内容が虚偽であってもその偽

造を文書偽造罪 として処罰するに足 りるもの とは考 えない。作成者 と名義人が

一致する文書 は、真正 に作成 した文書であるか ら真正文書 と呼ばれ、両者が一

致 しない文書 は不真正文書 と呼ばれ る。不真正文書の作成は、他人名義の冒用

であ り、文書偽造行為 となる。このため、文書偽造罪 として処罰される行為か

を判断する上で、名義人及び作成者の意義を明確 にす ることが重要である。

文書の作成者 と名義人 との区別については争いがあり、作成者の意義におい
ia)　 の

ていくつかの学説が存在 している。第一は観念説 と呼ばれる学説である。観念

説 とは、文書の作成者は文書 における思想の表示者であ り、それはつまり文書

の名義人にほかならないという学説である(又 は精神性説 と呼ばれる)。第二は
16)

衷実説 と呼ばれる学説である。事実説 とは、名義人は思想の主体であ り、作成

者は名義人の思想を文書に事実上記載 した者であるという学説である(又 は物
m

体化説 と呼ばれる)。第三は効果説 と呼ばれる学説である。効果説 とは、作成者

は文書か ら生 じる効果を帰属 しうる者であるという学説である。最後は法的責
is)

任説 と呼ばれる学説である。法的責任説 とは、作成者 は文書作成にっいての法

的貴任を負 う者であるという学説である。 これ らの学説は、他人に執筆を依頼

して文書を作成 させ る場合において、執筆者 を作成者 とするか、執筆依頼者を

作成者 とするかで見解が分かれている。執筆者を作成者 とする見解は事実説、

執筆依頼者 を作成者 とする説は観念説である。さらに効果説では、文書の効果

が帰属される主体が作成者 となるので、作成者は執筆依頼者 となり、また、法

的責任説では、作成者は法的責任追及が可能な者 となるので、執筆依頼者 とな

る。
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事実説によるときは、他人に依頼 して文書 を作成する場合、たとえば、依頼

人が作成者に文書の代筆を依頼する場合などにおいては、作成者 と名義人の一

致 しない不真正文書が作成され ると解され るため、文害偽造行為に当てはまる

ことになる。 しか し、他人に依頼 して文rfを 作成することは日常的に通常行わ

れていることであるから、事実説のような理論構成は日常感覚に合致 しないも

のであるといえよう。次に効果説であるが、効果説は以下の点で妥当性に欠け

ることが指摘 されている。第一に、自己名義で作成 した文轡であって も公序良

俗違反により法的効果が作成名義人 に婦属 しない場合が問題 となること、第二

に、事実証明文*fkuについて、文書内容に対応 した法律効果が作成名義人に帰属

するということは問題 とな らないこと、第三に、法律効果は文轡内容にかかわ

ることなので、文書の証拠性 と直接関係がなく、「作成名義人か ら授与 された作

成権限を逸脱 して文沓が作成された ときで も、民法上の善意者保護規定により

文'Pk内容に対応 した法的効果を追及できる場合には有形偽造が否定 されること
19)

になる」 という点である。ここで指摘 されているように、文轡は意思 ・観念の

表示を証明するもの として保護の対象 とされていることを考慮すれば、意思観

念の表示の証拠 として使用できるか という問題 と、証拠により証明されるべき

実態関係に対応する法的効果が肯定 されるか という問題を区別すべきであるた
2n)

め、この意見には賛成である。最後の法的責任説であるが、この学説 における

文轡の法的責任が何に基づ くものかが明確になっていないため、採用すること

はできないもの と思われる。以.ヒにより、作成者の概念は観念説が妥当である。

しか し、観念説を採用する上で注意を しなければならないのが代理権の冒用

の場合である。代理権の冒用 には、無権代理のように、代理権が全 くない者が

代理権 を冒用する場合や、代理権者が代理権を逸脱する場合、また、代理権者

が代理権を濫用する場合が考えられる。たとえば、無権代理による文i'tki_t偽造は、

代理権のない乙が甲代理人乙名義の文書 を作成する場合であるが、観念説か ら

すると、ここにおける文書の思想の表示者は代理権のない乙であ り、文書名義

人は甲の代理権を有する乙と解することができる。これは、本人にあたる甲が

実際に乙に対 し文書作成を依頼 したわけではな く、乙が甲の代理権を勝手に冒

用 した例であるため、文書の作成者が代理権のない乙 ということが理解 される。

しか し、それに対 して、代理権の逸脱 ・濫用の場合においては、本来甲の代理
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人た る乙がその権限を逸脱 ・濫用 した文書 を作成するということになるため、

その文書の思想の表示者は本人たる甲と理解 されることとなる。 ここにおいて、

少な くとも乙は甲の代理権を有する代理人であるため、乙が文書を作成 する場

合は、甲の依頼に基づいて行われていると解されるか らである。 しか し、 この

ように解することは、民法の規定に照 らして妥当ではないように思われる。代

理権の逸脱 ・濫用の場合においては、乙が甲の代理権を有 して甲代理人乙名義

の文書を作成 しているならば、その作成者は本人ではなく、あ くまでも 「権限

を逸脱 した(濫 用 した)甲 代理人乙」 と理解 し、そこで名義人 として理解され

る 「甲代理人乙」との人格的同一性の齪酷があるかどうか検討を行ってい くべ
まけ

きであると思われる。

同様 に、文書の名義人の意義についても問題がある。 まず、作成名義のある

文書 とは、氏名又は称号の記載がある文書 ということではな く、氏名、称号、

筆跡、内容などによって作成者たる人格が知 られ うる文書 をいう。つまり、こ
zz)

こでの氏名や称号は人格 を特定する人格形成要素に過ぎないものである。そ し

て、 その符号に基づき、一般人が認識 しうる文書の意思 ・観念の担 い手を名義

人 としている。名義人を特定する場合に問題 となるのが、た とえば、依頼者が、

代理人又は代表者をして代理文書又は代表文書 を作 らせ る場合である。 この場

合、依頼者本人が名義人であるのか代理人又は代表者が名義人であるのかが問

題 となる。裁可名義人説 は、名義人を、思想内容の帰属者、文書の効果の帰属

主体 として理解 し、裁可者 こそが名義人であるとする立場から、代理文書又は
　

代表文書の名義人は本人であるとする。通説も法的効果が直接 に本人に帰属す

るという理由か ら、本人名義の文書 と解 してお り、近年有力な学説 も、名義人

は文書の作成 について責任を負うべき者であるという理由から、本人名義の文
24)

書 と解 している。 しか し、名義人の概念は、法的効果の帰属主体ではな く、意

思 ・観念の表示主体 として理解すべきであ り、また、代理文書 ・代表文書は代

理人又は代表者が、本人のために、 自己の意思 ・観念を表示 している文書であ

ると考えられることか ら、代理文書又は代表文書の名義人 を本人 とすることに

ついては問題がある。この問題については、基本的に代理文書の名義人は代理

人であると解すべきであるが、その際には、代理 ・代表資格を冒用 ・逸脱 ・濫

用する場合など、それぞれにおいて検討され るべき問題がある。 また、有形偽
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造を判断する上で採用されている 「作成者 と名義人 との人格的同一性の齪齪}」

という判断基準をもって、代理権の冒用 ・逸脱 ・濫用 における有形偽造の判断

についても詳細に検討を行 う必要があるため、別途後述 していきたいと思う。

3.作 成者 と名義 人の 「人格的同一性 」について

(1)判 例検討

かつて、文害偽造罪における有形偽造及び無形偽造の判断は、「文`1'kiuの名義人

以外の者が、権限な しに、その名義を用いて文害を作成すること」であるとさ
'L5)

れていた。その後、現在で も多 く用 いられている 「文書の作成者 と名義人 との

間の人格的同一性を偽ること」 といった有形偽造の概念が定着を見せるように

なるのだが、この有形偽造の概念を始めて明言 したのは、最高裁昭和59年2月

171.1の判決である。 これは、被告人が他人Aの 氏名を通称 として用い、A名 義
26)

で文書を作成 ・提出した事案である。そして、その後の文割 為造罪が問題 とな

る判例において も、文書偽造の本質は、「文書の作成者 と名義人の間の人格的同

一性に齪麟を生 じさせた」点にあるとして本判決を引用 し、私文轡偽造罪を肯

定 した判例が多 く見 られるようになった。例えば、弁護士資格のない被告人が、

同姓同名の弁護士Aの 存在を利用 して、弁護士であるように偽 り文ikを 作成 し
n>

た事案や、他人Bの 名義を用いて、虚偽の生年月日 ・住所 ・経歴等を記載 し、

被告人の顔写真をはりつけた履歴書 ・雇用契約書を作成 ・行使 した蕩案などが
ふ

あげられる。

以上のように、近年、名義人が資格や肩書を冒用 して内容虚偽の文轡を作成

した場合であって も、文書の性質や文書が与える社会的僑用性の程度が高い場

合は、有形偽造 として処罰する傾向となっている。そして、その際に用いられ

る概念が 「文書の作成者 と名義人 との間の人格的同一性を偽 ること」である。

この概念を用いて判断を行 った最 も新 しい最高裁の決定があるので、本決定に

っ き検討を加えていきたい と思 う。

それは、最高裁平成15年10月6日 の決定である。本事案は、「国際旅行連盟

(ITA)」 なる団体が発給者 として表示された国際運転免許証様の文欝を作成 した

ことにつき、有印私文警偽造罪で起訴 された衷案である。私文i_f偽造罪におい
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ては、基本的に有形偽造が処罰の対象 とな り、無形偽造は不処馴 となると考え

られていることか ら、本事案は、有形偽造か無形偽造かを判断するために必要

である 「文書の名義人の特定 ・限定」が問題 とされた。そこで、弁護人は、「国

際旅行連盟」はメキシコに実在する民間団体であり、被告人は同団体から本件

文書の作成を委託 されていたものであるから、作成名義に偽 りのない内容虚偽

の文書を作成 したにすぎず、無形偽造であるとして私文書偽造罪は成立 しない

と主張 した。 このような事案につき、第一審の東京地裁(東 京地判平成13・12・

25)は 、 「私文書偽造罪の本質は、文書の作成者 と名義人の間の人格的同一性を

偽ることによって、文書に対 し社会一般が抱 く公共の信用を害することにある

と解される(最 決平成5・10・5刑 集47巻8号7頁 参照。)か ら、問題 となる文

轡の名義人を決定するに当たっては、文書 に記載 されている団体名や個人名等

のほか、文=ixの形状や記載内容、更には文書か ら窺われる使用目的なども考慮

した上で、その文書か ら認識される人格主体は誰かを判断するのが相当である」

との判断を行 った。さらに、本件について、「本件国際運転免許証様の物の名義

人は、上述 したように、『ジュネーブ条約に基づき国際運転免許証を発給する権

限を有する団体 としてのITA』 と解されるところ、そのような団体が実在しない

以上、それは弁護人が主張するITAな る団体 とは別の人格主体 と言 うべ きであ

るから、被告人が上記白色冊子型の台紙にゴム印等を使用 して判示行為に及び

本件国際運転免許証様の物を作成 した行為は、架空団体名義による文書を偽造

した行為 に当たると解することができる。」 として私文書偽造罪の成立を肯定 し

た。

以上の ような第一審判決を不服 として被告人 ・弁護人か ら控訴がなされたの

だが、その後、第二審たる東京高裁は第一審判決を踏襲 して以下のように判示

した(東 京高判平成14・5・28)。 名義人の特定については、 「単に名義人記載

部分だけを局所的に取 り上げて判断す るのではな く、公共の信用の観点か ら、

文番全体の記載や形状、及び、これ らの点か ら窺われる当該文書の機能、性質

等をも含め、総合的かつ合理的に判断す」べきであるとし、本件については、

「被告人が、いわゆる虚無人名義の文書 を、その名義人が実在 し、真正に作成 し

たと誤信 させるようなものとして作成 したことに帰する」 とし、第一審 と同様

の理由により、第一審判決を維持 して文書偽造罪の成立を肯定 した。
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これに対 し、被告人側か ら上告がなされた最高裁は、最終的に以下のように

判示 した。 「(本件文書の)形 状、記載内容等に照 らすと、本件文書 は、一般人

を して、ジュネーブ条約に基づ く国際運転免許証の発給権限を有する団体であ

る国際旅行連盟により作成 された正規の国際運転免許証であると信用させ るに

足 りるものである」とし、「本件文書の記載内容、性質などに照 らすと、ジュネー

ブ条約に基づ く国際運転免許証の発給権限を有する団体 により作成 されている

ということが、正に本件文書の社会的信用性を基礎付けるものといえるから、

本件文轡の名義人は、『ジュネーブ条約に基づ く国際運転免許証の発給権限を有

する団体である国際旅行連盟』であると解すべきである。そうすると、国際旅

行連盟が同条約 に塞づ きその締約国等か ら国際運転免許証の発給権限を与えら

れた衷実はないのであるか ら、所論のように、国際旅行連盟が実在の団体であ

り、被告人に本件文書の作成を委託 していたとの前提に立ったとしても、被告

人が国際旅行連盟の名称を用いて本件文書を作成する行為は、文磐の作成者 と

名義人 との間の人格的同一性を偽 るものであるといわねばな らない」 として、

被告人に対 し有印私文書偽造罪の成立を認めた原判決の判断を正当として上告
29)

を棄却 した。

最高裁は 「国際旅行連盟」を実在の団体 として認識 し、被告人は実在の団体

か ら文欝の作成を委託 されていたと解 している。このため、本件は当該団体が

そもそも文書の作成権限を有 していないという 「資格冒用の事例」 と考 えられ、

有形偽造における名義人の特定につき問題が生ずるもの となった。 これにより、

本決定は、「資格冒用の事例」における名義人の特定について、最高裁 として初

めての判断を示 した という点において重要な意義をもつ ものであるといわれて
:so)

いる。

本件について最高裁は、「国際旅行連盟」は実在する団体であり、被告人は 「国

際旅行連i」 か ら文書作成の委託がなされていたとの理解に立っている。この

ように考 えれば、作成者は作成名義の冒用がな く、国際旅行連盟が国際運転免

許証を発給する権限がないのにあるように装った 「資格 ・肩轡の冒用」 として

無形偽造 と解することも可能 となる。 しか し、最高裁は、私文{堀為造罪におけ

る 「有形偽造」・「無形偽造」の区別のための名義人の特定を、昭和59年 の最高

裁判決において示された 「文書の作成者 と名義人 との間の人格的同一性の齪臨」
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の有無に基づいて判断を行 うこととし、国際運転免許証 という文書の性質や社

会的信用性に言及 し、当該文書の名義人を単に 「国際旅行連盟」 という実際の

団体ではな く、「国際運転免許証の発給権限を有する国際旅行連盟」 と解 してい

る。 このように解すれば、当該作成者 と名義人 との間には 「国際運転免許証の

発給権限を有 しない国際旅行連盟」 と 「発給権限を有する国際旅行連盟」 とい

うように人格的同一性に齪齢が生 じていることとな り、有形偽造 として処罰す
3U

ることが可能 となる。

しかしながら、「作成者 と名義人 との間の人格的同一性の齪飴」 といった判断

基準を広 く適用 して しまうと、従来基本的に不可罰であると解されてきた 「資

格 ・肩書の冒用」の事例が有形偽造 と解され、処罰範囲が拡大されて しまうこ

とも否定できない。 こうなって しまうと、文書偽造罪の過度の犯罪化をもたら

すおそれがあるため、当該判断基準を用いる際には、当該文書が資格 ・肩書が

なければ作成することの許 されない性質を有 していることや、名義人の特定 に

関する記載内容や文書が利用され る際の状況、事後的な責任追及性 など、文書

の性質や文書から生ず る社会的信用性の内容から名義人を特定 し、その実質的
32)

違法性を検討することが重要であると考えられる。

これを本件についてみるに、当該国際運転免許証様の文書は、一般人をして、

ジュネーブ条約に基づ く国際運転免許証の発給権限を有する団体である国際旅

行連盟により作成された、正規の国際運転免許証であると信用 させ るに足 りる

ものであり、その文書の性質からも高い社会的信用性 を有するものであるとい

える。 このことか ら、最高裁決定が、国際運転免許証の性質及び社会的信用性

も考慮 した上で、 「文書の作成者 と名義人 との問の人格的同一性」 といった判断

基準を用いて、作成者 と名義人 との間の人格的同一性に齪鶴あ りと判断 し、私

文書偽造罪成立を肯定 したことは妥当であったと思われる。

このとき、もしも、文書 自体が資格 ・肩書がなければ作成することのできな

い性質の文書ではな く、そこか ら生 じる一般的な社会的信用性の程度も低い場

合であるならば、当該文書偽造行為は 「作成者 と名義人の人格的同一性に翻臨

がある」有形偽造 として、文書偽造罪の構成要件に該当するものであっても、

文書偽造罪の保護法益を著 しく侵害するものではなく、また、処罰 に値すべき

違法性 を備えている行為であるとはいえない可能性が生ずることに注意 しな く
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てはならない。このような場合であるならば、当該行為 は有形偽造 として文書

偽造罪の構成要件に該当するとしても、違法論において可罰的違法性に欠ける

ものであると理解され うる。つ まり、そのような有形偽造 は、文書偽造罪が予

定 していた程度の可嗣的違法性を有 しないものであることか ら、処罰すべ き違

法はな く、不可罰 となると解すべきであろう。

(2)代 理権の冒用(逸 脱及び濫用)の 場合

資格 ・肩書の冒用の問題 と並んで、代理名義又は代表名義の冒用によって代

理文轡又は代表文書を作成する行為が、有形偽造 となるか無形偽造 となるかに

ついて問題が生 じている。代理名義 ・代表名義の冒用の場合 は、今 日、無形偽

造 として不可罰 とする見解や判例はみられず、有形偽造 と解釈 して処罰の対象

となっている。

代理名義 ・代表名義の冒用を有形偽造 と解する見解の中で、通説的な見解 と

して本人名義人説がある。本人名義人説は、代理文書又は代表文害は、本人の

ために作成されたものであ り、その文書の法律効果が直接本人に帰属するから、

代理文書又 は代表文書の名義人は本人であ り、代理資格又は代表資格をもたな

い者がその資格を冒用 して代理文書又は代表文liYを作成する行為 は、作成権限

がないのに他人名義を冒用 して文書を作成することとなるため、有形偽造に当
;i7)

たるとされている。 しか し、 この見解は民法99条1項 「代理人がその権限内に

おいて本人のためにすることを示 して した意思表示は、本人に対 して直接にそ
34)

の効力を生ずる」という規定 と矛盾が生 じるものである。民法99条1項 の規定

に従えば、代理人はその権限に基づ き自ら代理文書を作成 し、自身の意思表示

をなすことが可能であると考えられるため、代理文書 ・代表文轡の名義人は代

理人 と解すべきであるように思われる。 ここで、代理 ・代表資格の冒用 につき、

有形偽造の判断に 「作成者 と名義人の人格的同一性の祖語」の定義を採用 しな

が らいかに解すべきかについて検討を行 っていきたい。

代理 ・代表名義に関する問題 は、以下の3つ の場合に分けることが可能であ

る。第一に代理 ・代表資格の冒用の場合(無 権代理の場合)、第二に代理 ・代表

資格の逸脱の場合、第三に代理 ・代表資格の濫用の場合である。第一の 「代理 ・

代表資格の冒用の場合」は、代理資格を全 く有 しない者が他人の代理人 として

意思表示をすることであり、すなわち、無権代理を指すものである。第二の 「代
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理 ・代表資格の逸脱の場合」は、代理資格 を有する代理人が、その権限を超え

て代理人 として意思表示する場合 を指すものである。第三の 「代理 ・代表資格

の濫用の場合」は、資格を有する代理人又は代表者が、その権限内の事項につ

き、権限を与 えられた趣旨に反 して文書を作成する場合を指すものである。

第一の、代理 ・代表資格を冒用 して文書 を作成する場合、た とえば、代理資

格又は代表資格を有 しない乙が、「甲代理人乙」又は 「甲代表者乙」 と記載 した

代理文書又は代表文害を作成 した場合であるが、そこにおいての 「甲代理人」

という表示は、一つの資格を示すいわば 「肩書」であって、作成名義そのもの

ではないと解することが可能である。 したがって、「肩書」の中に他人の氏名を

冒用 したとしても、これはむ しろ無形偽造 と考えることもできよう。 しか し、

代理資格 を全 く有 しない者が代理人を偽 って代理文書を作成す る行為が処t?7か

ら免れるというのも妥当ではない。 このため、わが国の判例 ・学説ではこれを

有形偽造 としている。

これを有形偽造 とする考え方にはい くつかの学説が存在する。第一の学説は、

代理人の作成する文=書においては、文書の作成者は代理人であるが文書の名義

人は本人であるとの見地 に立ち、代理資格に本人の名義を冒用 して文書を作成
　

するのは有形偽造であると解するものである(裁 可名義人説)。 この説は、代理

文書 における文書の作成者は代理人であるが、文書の名義人は代理人ではない

という判断を行っている。この説 によれば、第一の 「代理 ・代表資格冒用の場

合」も、第二の 「代理 ・代表資格逸脱の場合」も、名義人は本人である甲であ

り、乙はその代理 ・代表の資格が全 くない者、あるいは代理 ・代表権限を越え

て しまっている者であるため、代理 ・代表文書を作成することは、代理 ・代表

資格に本人甲の名義 を冒用 して文書を偽造することとなり、どちらも有形偽造

となると解 している。

第二の学説は、代理人が作成する文書においては、代理人 と本人 との合一 し

たものがその名義人であると解するものである。 この説によれば、第一の 「代

理 ・代表資格冒用の場合」 も、第二の 「代理 ・代表資格逸脱の場合」も、文轡

の作成者 は代理人であるが名義人は代理人並びに本人であ り、 ここでは、作成

名義の一部たる本人名義の冒用があるか ら有形偽造 となると解する。本人が代

理人 と合一されて名義人 となることの理由として、①代理人の作成する文害に
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おいては代理人の氏名 よりも代理資格が取引上重要性を持つこと、②代理人が

代理権限以外の事項についての文?1'tを作成するときには、常に本人の作成名義

を冒用 した有形偽造 とな り、全 く権限を有 しない者が他人の代理名義を冒用す
3G)

ることは、当然に本人名義の有形偽造 となることがあげられている。

しか し、上記、有形偽造の二つの学説 とも、名義人を本人、あるいは本人 と

代理人の合一 と解することには疑問が残 る。民法99条1項 にあるように、代理

人が本人のために代理文書を作成する場合、その代理文1!の 名義人を本人 と解

することは難 しいように思われる。代理人が本人の意恩表示を代筆するだけの

存在 と考えるならば、名義人が本人であると解することは間違いではない と思

われるが、一般的に、代理人が代理文書を作成する場合は、代理人自身の意思

表示を文轡 に記載する場合が多い。故に、一律に代理文轡の名義人を本人 と解

することには賛成 しがたい。代理権 冒用の事例であっても、すべて当然に 「本

人名義」の冒用 とすることは妥当ではないように思われる。ただ し、第二の学

説における 「本人 と代理人の合一」の意義が、文書の法的責任者 として 「本人」

と 「代理人」を合一 した という意味ではな く、代理人の人格形成を明 らかにす

るために 「甲」の代理人という要素が必要であるという意味であれば、その見

解は妥当なものであると思われ る。 そこにいう 「甲」は 「乙」の背後 にいる法

的責任の追及先 を明 らかに しているのではなく、あくまでも名義を明らかにす

る上での乙の人格形成要素の一つであると解する。つまり、名義人は 「甲代理

人である 『乙』」 となり、この意味において 「甲と代理人の合一」 した もの と解

しているのであれば、その見解は評価すべきものである。

代理 ・代表資格の冒用 ・逸脱 ・濫用については、まず、作成者及び名義人の

意義を明 らかに した上で、「作成者 と名義人の人格的同一性」の概念に基づき判

断するのが妥当であるように思われ る。 このような見解に基づ くと、第一の代

理 ・代表資格を有 しない作成者が代理 ・代表文書を作成する場合では、資格 ・

肩轡を冒用する場合 と同様に考えることが可能である。代理 ・代表資格を冒用

する場合、文書の作成者は、本人甲から依頼されたものではないから、「代理権

又は代表権を有 しない乙」 とな り、名義人は、文書における意思 ・観念の主体

である 「代理権又は代表権を有する乙」であるといえる。 このように考えると、

そこには作成者 と名義人の間に人格的同一性が存 しないから、有形偽造 と解す
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ことが可能である。

第二の、代理 ・代表資格を有する乙が代理権又は代表権を逸脱 して 「甲代理

人乙」又は 「甲代表者乙」 と記載 した代理文書又は代表文7xを 作成する場合は、

当該代理文書又は代表文書において 「代理権又は代表権 を有 しない乙」が作成

者であり、意思 ・観念の表示主体 としての名義人は 「代理権又は代表権 を有す
37)

る乙」であると解することができる。 このように考 えれば両者の人格的同一性

は認められず、その行為は有形偽造であるといえる。これに対 し、有形偽造 と

して処罰 され るべきは 「代理権 を有する他人の作成 した文書 と信 じさせる文轡
3N)

を作成 した場合にのみ」限るべきであるとの意見がある。た しかに、た とえば

代理権限を越 えた事項につき文書を作成する行為があった際に、その文轡か ら、

一般的に作成者 は代理権を有する 「甲代理人乙」であると信 じさせ る場合 もあ

りえよう。例 えば、会社の取締役や支配人のように代表権限の広い者が、代表

権限を越えた事項にっいて文書を作成 した場合、一般的に作成者は会社の取締

役 ・支配人であり、名義人も 「会社の取締役 ・支配人」 と考えられ、全 く権限

がない人物により作成 された文書 と信 じる可能性は低い といえる。 しかし、こ

の場合でも、会社の取締役 ・支配人の権限を越えた事項につき文害が作成 され

ているので、作成者 は 「その範囲内については権限のない取締役 ・支配人」で

あり、文書か ら認識され る 「権限のある取締役 ・支配人」 とは人格的同一性に

齪画吾を認め、処罰の対象 となる有形偽造 と解すべきである。ただ し、その上で、

当該有形偽造が文書の公共の信用及び文書による取引の安全を害すべき違法な

有形偽造か どうかは、違法論 において検討すべきである。 この とき、 もし、社

会一般に 「会社の取締役 ・支配人」 として権限外の内容につき文書 を作成 した

ことが、取引の安全を害する程度が低 く、文書の信用を不当に害することがな

いのであれば、それは可罰的違法性に欠 く行為であるため、処罰は免れるもの

と解すべ きである。

最後に、第三の、代理資格又は代表資格を有す る乙が、代理権又は代表権の

範囲内において権限を濫用 して 「甲代理人乙」又は 「甲代表者 乙」 と記載 した

代理文書又は代表文書を作成 した場合であるが、 この場合、作成者は 「代理資

格又は代表資格を有する乙」であり、名義人 も 「代理資格又は代表資格を有す

る乙」であると解することができるから、その行為は真正文書の作成であ り有
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形偽造ではない。これは、代理人が独立 して自らの意思表示を示 し、文害の作

成を行 っている場合 と認められ るからである。判例 も、以前は代理権濫用の事

案を処罰の対象 としていたが、その後、本人の利益のために したときは文害の

偽造ではないとし、さらに、権限内の事項に関する限 り、権限の濫用があって

も文書偽造罪を構成 しないもの と判断 している。裁判所の判断の傾向か らも、
39)

以上にように解することが妥当であるように思われる。

(3)私 見

有形偽造 と無形偽造の区別の基準を 「作成者 と名義人の人格的同一性」に求

める場合、 まず、第一に作成者 と名義人の意義を明確にすることが璽要である。

作成者 と名義人が人格的に同一であるか否かを判断するためには、両者の意義

が明確にされることが必須であるか らである。その際に、作成者の概念 には観

念説を採用 し、文書の作成者は文書における意思 ・観念の表示者であると解す

る。観念説 を採用すれば、依頼を受けて依頼者名義の文書を作成する場合、そ

の文書の作成者は依頼を受けた者ではな く依頼者 となるため、そこに両者の人

格的同一性の爵噛吾は生 じないことになる。また、名義人の概念は、文轡におい

て氏名、称号、筆跡、印章、内容などの人格 を構成する要素をもって知 りうる

人格の ことを指す。 このような見解に基づき、作成者 と名義人の意義を定 めた

上で、両者の人格的同一性に齪隔が生 じている場合を有形偽造 と解すべ きであ

る。

「人格的同一性の齪齢」は、 これまでの有形偽造の判断 として用いられた 「他

者の名義を冒用する」定義 とは異な り、他人物の名義を冒用することに限定さ

れているものではない。た とえ、作成者 と名義人が自然的に見て同一人物であっ

たとして も、文書に記載 された人格形成要素によって全 く別人格を作 り出 して

しまったような場合は、「人格的同一性の齪薗吾」が認め られ る。

人格的同一性の齪酷の概念を採用する上で、第二に重要 となるのが、有形偽

造 として処罰すべき違法性 を有 しているか否かを法益保護の見地から検討を行

うことである。従来は、作成者 と名義人が自然的に見て同一人物である場合は、

他人の名義を冒用 しているのではな く、内容虚偽の文書を作成 しているに過ぎ

ないとして無形偽造により不処罰 と考えられていたが、「他者の名義を冒用する」

定義に変わって 「人格的同一性の齪賠」の定義が用い られるようにな り、「資格・
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肩書の冒用」な ど、本来不処罰 とされていた無形偽造 を処罰の対象である有形

偽造へと変容させてしまう可能性が生ずることとなった。このため、 「人格的同

一性の齪鶴」により処罰 され る有形偽造の範囲が拡大するという新たな闇題を

検討する必要性が生 まれた。だが、これについては 「可罰的違法性の理論」を

採用することによって、問題に一応の解決をはか ることが可能であると思われ

る。 「人格的同一性の齪鶴」の定義を用いることによって拡大 して しまった有形

偽造 に、文書偽造罪の予定する可罰的違法性があるか否かで、処罰すべき有形

偽造か否かを検討すべきである。可罰的違法性の有無 を判断する基準は、その

人格的同一性の齪歯吾が、文書 との関係で、文書の信用性に対 しどれほどの影響

を与 えるものかで判断すべきであろう。 これは、文書の性質によっても変化す

るものであろうと思われる。ここでは、本稿で引用 した最高裁の判断を用いて、

当該文書が資格 ・肩書 ・権限がなければ作成することの許 されない性質を有 し

ていること、名義人の特定に関する記載内容や、文書が利用 される際の状況、

事後的な責任追及性な ど、文書の性質や文書か ら生ずる社会的信用性の内容等

を検討 した上で、人格的同一性の鶴飴が、文書が発する信用性 に対 しわずかば

か りの影響 しか もたらさないものであれば、その違法性は文書偽造罪によって

罰すべ き程の実質的違法性を兼ね備えていないと理解することができるため、

可罰的違法性を欠き処罰を受 けないもの と解すべ きである。

このような理解に立った上で、 これまで議論の対象 となっていた 「代理権の

冒用(逸 脱 ・濫用)」 に対 して再考察を行うと以下のように解することができる。

無権代理のような場合である代理権の冒用の事例における有形偽造の判断は、

資格 ・肩書を冒用する場合 と同様に考え られ る。ここでは、代理権 を有 してい

ない作成者が、あたか も他人の代理権を有す るような名義で文書を作成するこ

ととなるため、作成者 と名義人の間に人格的同一性の齪騙が認められ、有形偽

造であると解される。ただ し、代理文書は資格 ・肩害を冒用する文書よりも法

律行為 にかかわる内容の文書であることか ら、代理文書 を偽造する行為の可罰

的違法性は資格 ・肩書を冒用 して偽造する行為 よりも高いものと理解されるた

め、その処罰範囲は広いと考えられる。

次に、代理権の逸脱及び濫用の場合であるが、 この場合は、本人の代理権を

有 している者がその権限を逸脱 ・濫用 して文書を作成する行為であるため、文
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害の作成者は依頼者である本人であると解される場合 も考えられる。 しか し、

民法99条1項 に基づき、代理人の意思表示は社会生活上や、取引上においても

代理人の意思表示 として重要性をもつものであると考えられることか ら、代理

人が代理文書を作成する場合、通説のように、その作成者及び名義人を一律に

本人であると解することには疑問が生じる。乙が甲の代理権限を有 し、甲代理

人乙として代理文書を作成する場合は、作成者は 「甲代理人乙」であ り、その

文害から表示される名義人も 「甲代理人乙」 と解すべ きである。 しか し、 この

とき、観念説を採用 するのであれば、乙は甲の代理権を有する者であるか ら、

文書の作成を依頼 した甲こそが文書の作成者 と解 され るため、文書の作成者を

「甲代理人乙」 と解することはできないとの指摘がなされるであろうと思われる
。

確かに、観念説によれば、一見、代理権の逸脱 ・濫周の場合の作成者 は甲本人

と解されるように感 じるが、そのように解す ることは民法の規定か らも相容れ

ないものであることを考慮すると、代理人は独立 して文書の作成をしているの

であるから、依頼による文書作成の場合についての観念説を適用する必要はな
au)

いと考えるべきである。あ くまでも代理人は独立 して文轡を作成 している者で

あ り、作成者は 「甲代理人乙」 と解すべきである。 そうした理解に立った上で、

代理権の逸脱 ・濫用の場合をいかに解すべきかであるが、代理権の逸脱の場合

には、作成者 は 「代理文?i'k内容につき代理権を有 しない乙」 となり、代理権の

濫用の場合には、代理権 を有する乙が代理権の範囲内において権限を濫用 した

場合であるため、 「甲代理人乙」 ということになる。その上で、文書から理解さ

れる名義人は、「甲代理資格を有す る乙 ・甲代理人乙」 ということになるため、
41)

前者の代理権逸脱の場合は有形偽造、後者の代理権濫用の場合は無形偽造と解
42)

することができる。そして、代理権逸脱の場合につき、文書偽造罪 として処a,,;

すべき実質的違法性を有 しているかについては、代理権逸脱文轡が社会的な信
4:f)

用性をどれほど害するものであるかによって判断すべ きであろうと思われる。

4.結 論

以上、文書偽造罪の有形偽造の概念 に 「作成者 と名義人の人格的同一性の齪

歯吾」を採用 し、資格 ・肩書の冒用の場合にいかに適用されるべきかについて、
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近年の判例をもとに検討 を行ってきた。 さらに、代理権の冒用 ・逸脱 ・濫用の

場合 に 「人格的同一性の齪歯吾」 という定義を用いて、作成者 ・名義人の定義を

明 らかにし、有形偽造の判断にどのような解釈を加えられるかにっき考察を行っ

てきた。

これまでの 「他人の名義を冒用すること」 という定義に変わり、「人格的同一

性の翻飴」 という定義が用い られ始めたことによって、「資格 ・肩書の冒用」に

より文書が作成された際に、その文書が社会一般に与える信用が大 きい場合に

おいても有形偽造 として処罰することが可能 となった。 しか し、「資格 ・肩書の

冒用」の場合をすべて有形偽造 として処罰の対象 としてしまうことは、文書偽

造罪が形式主義を採用 していることと相容れ るものではない。故に、本稿で引

用 した最高裁決定のように、有形偽造 として処罰 され る場合を、当該文書が資

格 ・肩書がなければ作成することの許 されない性質を有 していることや、名義

人の特定に関す る記載内容や、文書が利用される際の状況、事後的な責任追及

性など、文書の性質や文書から生ずる社会的信用性の内容か ら検討 し、社会的

信用性を害す るにつき著 しい影響を与える資格 ・肩書の冒用に限って処罰すべ

きであるとしたことは既に述べたとお りである。文書の社会的信用性に対 し、

いかなる影響を与えたかについては、文書偽造罪の規定が予定 していた実質的

違法性 を有 しているか否か、つ まり、可罰的違法性の理論 と関連づけて判断す

ることがもっとも妥当であろうと思われ る。当該最高裁決定は、有形偽造 とし

て処罰され るべき可罰的違法性の有無を判断する具体的内容を示 したとい う意

味において も重要な決定であった といえるであろう。

さらに、「人格的同一性の齪歯吾」という定義を用いることによって、 これ まで

議論 されていた代理権の冒用 ・逸脱 ・濫用 につき、作成者及び作成名義人の意

義、適用についての新たな解釈 を導き出すことができたのではないだろうか。

代理権を冒用 ・逸脱 ・濫用する場合につき、有形偽造か無形偽造かを判断す

る上で重要 とな るのが、作成者 と名義人の意義であるが、通説は、代理権を冒

用 ・逸脱 して代理文書 を作成する場合、作成者あるいは名義人は 「本人」であ

るとして、他人名義の文書を冒用す る有形偽造であると解 してきた。 しか し、

「人格的同一性の齪齪}」という定義が用いられることによって、他人物の名義を

冒用す ることが有形偽造であると限定する必要はなくな り、同一人物であった
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として も、他人格を偽ることによって有形偽造 と解することが可能 となった。

これにより、代理権冒用 ・逸脱の事例につき、作成者あるいは名義人に 「本人」

を用いて、作成者 と名義人の間の他人性 を求める必要はな くなったといえる。

このことから、代理権 を有する代理人が代理文書を作成する場合は、代理文瞥

の取引上の重要性や、民法上の規定から、代理人が独立 して代理文害 を作成 し

ている場合であって、その作成者は代理人であり、名義人 も代理人であると解

した としてもなんら問題はないであろう。代理権を冒用する場合は、資格 ・肩

患の冒用の場合 と同様に考え、作成者を 「代理権限を有 しない者」、名義人を 「代

理権限を有する者」 として、人格的同一性に齪齢あ りと解すべきである。 この

ように、「人格的同一性の齪酷」 という定義を用いることは、代理権の冒用 ・逸

脱 ・濫用の事案における作成者 ・名義人の意義についても新たな解釈を榔きだ

すものであるといえる。 この点において も、 「作成者 と名義人の人格的同一性の

齪臨 という定義は、非常にf3要 な意義を有するものであると恩われ る。
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